


監査結果報告に対する措置について 

【都市計画課】 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

(1)  空き家活用支援事業補助金について，補

助金決定通知書を収受した際，収受登録が

なされていなかった。芦屋市文書取扱規程

第２３条にて，収受文書については，収受

日付印を押印した上で，文書管理システム

により収受登録するよう定められているた

め，改められたい。 

(2)  補助金決定通知書を収受しているにも関

わらず，調定が行われていなかった。芦屋

市財務会計規則第２５条にて，歳入を収入

する原因が生じたときに調定することが定

められているため，改められたい。 

(1)  空き家活用支援事業補助金について，文

書取扱規程第２３条により，補助金決定通

知書の収受日で，収受登録を行うよう改め

ます。 

(2)  空き家活用支援事業補助金について，財

務会計規則第２５条により，補助金決定通

知書の収受日で，その都度調定を行うよう

改めます。 



監査結果報告に対する措置について 

【建築指導課】 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

(1)  社会資本整備総合交付金，簡易耐震診断

推進事業補助金交付金及びひょうご住まい

の耐震化促進事業補助金について，財務会

計規則第２５条で「歳入を収入する原因が

生じたとき」に調定を行うよう定められて

いるので，歳入を収入する原因が生じた日

付でその都度調定するよう改められたい。 

(1)  社会資本整備総合交付金，簡易耐震診断

推進事業補助金交付金及びひょうご住まい

の耐震化促進事業補助金について，決定通知

書の収受日で調定するよう改めます。 


